
償却資産の申告書
の提出について

　前年中に、給与・賞与等の支払をした事業所は、受
給者が１月１日現在で居住している市町村に給与支払
報告書を提出していただくことになっています。
　　■提出期限　　平成 23 年１月 31 日（月）
　　■「総括表」と「個人別明細書  23  ｣ を一緒に
　　　提出してください。
　　■特別徴収と普通徴収を明確に分けてください。
　　※特別徴収と普通徴収の間に仕切紙などを入れ
　　　る、個人別明細書摘要欄に徴収区分を記載す
           る等
　　■前年度から引き続き特別徴収を希望する場合
　　　は、特別徴収義務者指定番号を必ず記入して
　　　ください。
　　■新たに特別徴収を希望する場合は、総括表右
　　　下の「22 年度分の特別徴収義務者指定番号」
　　　の欄に朱書きで「新規特別徴収希望」と
           記載してください。
　　■「総括表」と「個人別明細書」は各地域セン　
　　　ター・出張所・税務課窓口に備え付けてい　
　　　ますのでご利用ください。

事業主の皆さまへ
給与支払報告書（平成 22 年分）

の提出について
　お早めの提出をお願いします。

広報せんぼく7

　
「
住
宅
用
火
災
警
報
器
」
は
、
来

年
５
月
31
日
ま
で
の
設
置
が
義
務

化
と
な
っ
て
い
ま
す
。
消
防
署
の

方
々
が
Ｐ
Ｒ
を
し
て
ま
す
が
、
仙

北
市
の
設
置
率
は
ま
だ
ま
だ
で
す
。

女
性
消
防
団
も
皆
さ
ん
に
呼
び
か

け
る
た
め
、
角
館
消
防
署
で
勉
強

会
を
開
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
回
は
、
私
た
ち
が
学
ん
だ
事
を

皆
さ
ん
に
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

ど
こ
の
ご
家
庭
も
火
災
を
起
こ

さ
な
い
よ
う
に
努
め
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
で
も
実
際
は
、
住
宅
火

災
の
死
者
は
多
く
、
死
亡
原
因
は

夜
間
就
寝
中
の
逃
げ
遅
れ
に
集
中

し
て
い
ま
す
。
住
宅
用
火
災
警
報

器
の
設
置
で
、
死
者
が
大
き
く
減

少
し
て
い
る
結
果
が
出
て
い
ま
す
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
に
は
、
大

き
く
分
け
て
煙
式
と
熱
式
が
あ
り

ま
す
。
特
別
な
事
情
が
な
い
限
り

煙
式
を
お
す
す
め
し
ま
す
。
煙
は

上
方
に
１
秒
間
約
３
０
０
ｍ
も
移

動
す
る
た
め
、
煙
式
は
熱
式
よ
り

も
早
く
火
災
を
知
ら
せ
ま
す
。
ホ
ー

ム
セ
ン
タ
ー
、
電
気
店
な
ど
で
購

入
で
き
、
共
同
購
入
の
方
法
も
あ

り
ま
す
。

　

取
り
付
け
は
、
①
寝
室
全
て
②

寝
室
が
２
階
の
場
合
、
階
段
へ
の

設
置
が
義
務
と
な
り
ま
す
。
ド
ラ

イ
バ
ー
で
簡
単
に
取
り
付
け
ら
れ

ま
す
が
、
天
井
に
取
り
付
け
る
場

合
、
で
き
る
だ
け
部
屋
の
中
心
に

付
け
て
く
だ
さ
い
。(

壁
か
ら
60
㎝

以
上
、
エ
ア
コ
ン
の
吹
き
出
し
口

か
ら
１
・
５
ｍ
以
上
離
す
こ
と)

　

一
番
注
意
し
て
欲
し
い
の
が
、

訪
問
販
売
。
消
防
署
な
ど
の
公
共

機
関
の
職
員
が
訪
問
販
売
を
す
る

こ
と
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

住
宅
用
火
災
警
報
器
に
つ
い
て
、

女
性
消
防
団
や
各
分
団
の
代
表
者

も
学
ん
で
い
ま
す
。
消
防
団
は
、「
自

分
た
ち
の
町
は
自
分
た
ち
で
守
る
」

を
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
地
域
の
防
災

リ
ー
ダ
ー
で
す
。
わ
か
ら
な
い
事

が
あ
れ
ば
ぜ
ひ
声
を
か
け
て
く
だ

さ
い
。

　

大
切
な
命
と
自
分
の
命
を
守
る

た
め
の
備
え
に
、
ご
理
解
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

あ
な
た
は
自
宅
で
寝
て
い
る
時
、

火
災
に
す
ぐ
に
気
付
く
自
信
が
あ
り
ま
す
か
？

仙
北
市
女
性
消
防
団
員
に
よ
る
コ
ラ
ム

が
ん
ば
る
！
　

女
性
消
防
団

今
回
は
…
西
宮
三
春
さ
ん

　平成 23 年度の償却資産の申告時期になり
ました。事業で使われる償却資産を所有され
ている方は、賦課期日 ( 平成 23 年１月１日 )
現在所有の償却資産について、１月 31 日（月）
までに申告書の提出をお願いします。
◆申告義務者
　平成 23 年１月１日現在、仙北市内で工場
や商店などを経営していたり、駐車場やア
パートを貸し付けているなど、法人や個人で
事業を行っている方で「償却資産」を所有さ
れている方。
　法人や個人が事業を営むために所有してい
る構築物、機械、工具、器具、備品などの固
定資産を「償却資産」といい、土地・家屋と
同じく固定資産税がかかります。
　昨年申告された方には、申告書を 12 月下
旬に発送していますが、新規に事業を開始さ
れた方などお手元に届かない場合は、ご連絡
ください。
■提出期限　平成 23 年１月 31 日（月）

　提出・問合せ先
　　税務課  43 － 1117


